
養殖業デジタル化促進事業費補助金交付要綱の一部改正について

新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第９条 （略）

（繰越承認申請）

第９条の２ 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事

業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに別記第５号様式によ

る繰越承認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。

２ 知事は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、

補助事業者に対して通知するものとする。

３ 補助事業者は、第１項の規定により知事の承認を受けた場合は、別記第

６号様式による年度終了実績報告書を当該年度の３月31日までに知事に

提出しなければならない。

第 10条～第 13 条 （略）

附則

１ この要綱は、令和３年 10 月 19 日から施行するものとする。

２ この要綱は、令和５年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付された補助金については、第５条第３号から第６号まえ及び第

10号、第７条、第８条第３項、第９条、第 10条並びに第 12 条の規定は、同

日以降もなおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和４年 月 日から施行する。

第１条～第９条 （略）

第 10 条～第 13 条 （略）

附則

１ この要綱は、令和３年 10月 19 日から施行するものとする。

２ この要綱は、令和４年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付された補助金については、第５条第３号から第６号まえ及び第

10 号、第７条、第８条第３項、第９条、第 10 条並びに第 12 条の規定は、同

日以降もなおその効力を有する。



別記

第１～３号様式 （略）






